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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、第１のレイヤーにお
ける第１の画像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像を
表示可能な表示手段と、
　各画像のレイヤーに対してユーザーのタッチ操作で変倍編集ができる画像編集手段と、
　を備え、
　前記画像編集手段は、前記第１の画像に対してユーザーによる拡大方向または縮小方向
のいずれかの方向への変倍操作が行なわれた場合、表示される該第１の画像が所定の大き
さに変倍した以降の変倍操作に対しては、前記第２のレイヤーにおける前記第２の画像の
表示を前記第１の画像に対する変倍操作の方向と相対的に逆の方向に変倍して表示するこ
とを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　マルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、第１のレイヤーにお
ける第１の画像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像を
表示可能な表示手段を備えた表示制御装置で実行される表示制御方法であって、
　各画像のレイヤーに対してユーザーのタッチ操作で変倍編集を行う画像編集ステップを
備え、
　前記画像編集ステップにおいて、前記第１の画像に対してユーザーによる拡大方向また
は縮小方向のいずれかの方向への変倍操作が行なわれた場合、表示される該第１の画像を
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所定の大きさに変倍した以降の変倍操作に対しては、前記第２のレイヤーにおける前記第
２の画像の表示を前記第１の画像に対する変倍操作の方向と相対的に逆の方向に変倍して
表示することを特徴とする表示制御方法。
【請求項３】
　マルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、第１のレイヤーにお
ける第１の画像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像を
表示可能な表示手段を備えた表示制御装置のコンピュータに、
　各画像のレイヤーに対してユーザーのタッチ操作で変倍編集を行う画像編集ステップを
実行させ、
　前記画像編集ステップにおいて、前記第１の画像に対してユーザーによる拡大方向また
は縮小方向のいずれかの方向への変倍操作が行なわれた場合、表示される該第１の画像を
所定の大きさに変倍した以降の変倍操作に対しては、前記第２のレイヤーにおける前記第
２の画像の表示を前記第１の画像に対する変倍操作の方向と相対的に逆の方向に変倍して
表示する処理を実行させるための表示制御プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、操作パネルの表示部がタッチパネルで構成された例えば画像形成装置等で
用いられる表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多機能デジタル画像形成装置であるＭＦＰ（Multi Function Peripherals) 等で
は、本体に装備された操作パネルの表示部がタッチパネルで構成されたものが普及してお
り、ユーザは、このタッチパネルの画面をタッチ操作して画像の編集を行なうことができ
るようになっている。
【０００３】
　画像の編集例として、ロゴ、マーク、日付、コピー禁止等の付加画像（以下、スタンプ
という）を印刷用や送信用の原稿画像（背景画像ともいう）に対して各レイヤ－として重
ね合わせて付加（合成）し、その状態で印刷や送信を行なえるようにする場合がある。こ
のような画像の重ね合わせは、一般には、ユーザーがタッチ操作でスタンプを背景画像に
ドラッグアンドドロップ操作することにより行われ、スタンプを背景画像の所定個所に位
置決めできるようになっている。
【０００４】
　また、従来、文字領域と画像領域の画像において拡大操作を行なう場合、予め定められ
た倍率で文字領域と画像領域をそれぞれ拡大する技術が提案されている。例えば、ファン
クションキーを押下しながら操作すると、画像をスクロールできる一方、ファンクション
キーを押下しないで操作すると、文字をスクロールできるように構成した技術が開示され
ている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１９８１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＭＦＰ等では、ユーザーが操作パネルに表示されたプレビュー画面上のスタ
ンプを指でタッチし、ドラッグ操作により背景画像上に移動させるとともに、所望の大き
さに拡大／縮小した上で、スタンプを背景画像の所定位置に配置する場合がある。
【０００７】
　例えば、プレビュー画面において、スタンプ編集キーを押して操作対象をスタンプとし
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、その状態でスタンプを拡大操作する場合、その操作を続けると、画面一杯になってしま
う。それ以上大きくできないので、従来では、画像表示キーを押して操作対象を切り替え
、スタンプが拡大可能となるまで画像全体を縮小し、再び、スタンプ編集キーを押してス
タンプを拡大し、移動させるといった煩雑な手順を踏まなければならなかった。
【０００８】
　他方、スタンプを縮小する場合においても、同様に編集キーを押して操作対象をスタン
プとし、このスタンプを広い表示範囲で大凡の位置に移動させ、縮小操作を行う。その操
作を続けると対象のスタンプが小さくなるため操作しづらくなるとともに、詳細な位置決
めが難しくなる。そのため、従来では、画像表示キーを押して操作対象を画像全体に切り
替え、スタンプが縮小可能で、かつ詳細な位置決めができる倍率まで画像全体を拡大し、
表示範囲をスクロールしたのち、再び、スタンプ編集キーを押してスタンプに操作対象を
切り替えて、大きさと位置き決めができるように移動させるといった手順を踏んでいた。
【０００９】
　このように、背景画像にスタンプを重ね合わせて付加するために拡大／縮小を行なって
移動する際に、スタンプの大きさが過度になれば、操作対象を切り替えて表示範囲を調整
しなければならず、操作が面倒であるという問題があった。
【００１０】
　なお、前記特許文献に記載の技術は、背景画像にスタンプを重ね合わせて付加する場合
の操作性の問題点に対して、解決策を提供しうるものではなかった。
【００１１】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、重ね合う画像の一方をタッチ操作
で拡大／縮小操作する編集作業時の操作性の向上を図ることができる表示装置、、表示制
御方法及び表示制御プログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題は、以下の手段によって解決される。
（１）画面がマルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、出力画像
のプレビュー表示が可能な表示手段と、前記表示手段のプレビュー画面に第１のレイヤー
における第１の画像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画
像が表示された場合、各画像のレイヤーに対してユーザーのタッチ操作で変倍編集ができ
る画像編集手段と、を備え、前記画像編集手段は、前記第１の画像に対してユーザーによ
る拡大方向または縮小方向のいずれかの方向への変倍操作が継続して行なわれた場合、該
第１の画像を所定の大きさになるまで変倍し、それ以降の変倍操作に対しては、第１の画
像のレイヤーの表示はそのままの大きさに保持する一方、第２の画像のレイヤーの表示を
前記第１の画像の変倍の方向とは逆の方向に変倍することを特徴とする表示制御装置。
（２）前記画像編集手段は、ユーザーによる前記第１の画像の拡大操作に対して第１の画
像を所定の大きさまで拡大したのち、それ以降の拡大操作に対して第２の画像を縮小する
際には、この第２の画像の表示領域を中心として縮小する前項１に記載の表示制御装置。
（３）前記画像編集手段は、ユーザーによる前記第１の画像の縮小操作に対して第１の画
像を所定の大きさまで縮小したのち、それ以降の縮小操作に対して第２の画像を拡大する
際には、第１の画像の位置を中心として拡大する前項１に記載の表示制御装置。
（４）前記所定の大きさは予め設定されている前項１～３のいずれかに記載の表示制御装
置。
（５）前記画像編集手段は、印刷時のプレビュー画面において第１の画像を縮小する場合
には、印刷時の画質設定に応じて第１の画像の縮小倍率の限度が異なるものに設定されて
いる前項１に記載の表示制御装置。
（６）前記画像編集手段は、送信時のプレビュー画面において第１の画像を縮小する場合
には、送信時の解像度に応じて第１の画像の縮小倍率の限度が異なるものに設定されてい
る前項１に記載の表示制御装置。
（７）画面がマルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、出力画像
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のプレビュー表示が可能な表示手段を備えた表示制御装置で実行される表示制御方法であ
って、前記表示手段のプレビュー画面に第１のレイヤーにおける第１の画像とこの第１の
画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像が表示された場合、各画像のレ
イヤーに対してユーザーのタッチ操作で変倍編集を行う画像編集ステップを備え、前記画
像編集ステップにおいて、前記第１の画像に対してユーザーによる拡大方向または縮小方
向のいずれかの方向への変倍操作が継続して行なわれた場合、該第１の画像を所定の大き
さになるまで変倍し、それ以降の変倍操作に対しては、第１の画像のレイヤーの表示はそ
のままの大きさに保持する一方、第２の画像のレイヤーの表示を前記第１の画像の変倍の
方向とは逆の方向に変倍することを特徴とする表示制御方法。
（８）画面がマルチタッチ操作が行なえるタッチパネルで構成されるとともに、出力画像
のプレビュー表示が可能な表示手段を備えた表示制御装置のコンピュータに、前記表示手
段のプレビュー画面に第１のレイヤーにおける第１の画像とこの第１の画像が重ね合わさ
れる第２のレイヤーにおける第２の画像が表示された場合、各画像のレイヤーに対してユ
ーザーのタッチ操作で変倍編集を行う画像編集ステップを実行させ、前記画像編集ステッ
プにおいて、前記第１の画像に対してユーザーによる拡大方向または縮小方向のいずれか
の方向への変倍操作が継続して行なわれた場合、該第１の画像を所定の大きさになるまで
変倍し、それ以降の変倍操作に対しては、第１の画像のレイヤーの表示はそのままの大き
さに保持する一方、第２の画像のレイヤーの表示を前記第１の画像の変倍の方向とは逆の
方向に変倍する処理を実行させるための表示制御プログラム。
【発明の効果】
【００１３】
　前項（１）に記載の発明によれば、プレビュー画面に第１のレイヤーにおける第１の画
像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像が表示された状
態で、第１の画像に対してユーザーによる拡大方向または縮小方向のいずれかの方向への
変倍操作が継続して行なわれた場合、該第１の画像を所定の大きさになるまで変倍し、そ
れ以降の変倍操作に対しては、第１の画像のレイヤーの表示はそのままの大きさに保持す
る一方、第２の画像のレイヤーの表示を前記第１の画像の変倍の方向とは逆の方向に変倍
するから、相対的には第１の画像がさらに変倍されたことになる。
【００１４】
　つまり、第１の画像に対して拡大方向または縮小方向のいずれかの方向へ継続して変倍
操作する場合に、過度に拡大または縮小された第１の画像を再度縮小または拡大して操作
可能とするために、第１の画像を含む画像の全体を一旦縮小または拡大した後、操作対象
を再度第１の画像に切り替えて拡大または縮小操作するといった調整作業が不要となり、
第１の画像を変倍操作する際の操作性が良くなり、編集作業の迅速化を図ることができる
。
【００１５】
　前項（２）に記載の発明によれば、ユーザーによる前記第１の画像の拡大操作に対して
第１の画像を所定の大きさまで拡大したのち、それ以降の拡大操作に対して第２の画像を
縮小する際には、この第２の画像の表示中の領域を中心にして縮小されるので、拡大され
た第１の画像の第２の画像に対する相対位置関係が分かりやすくなり、位置調整がしやす
くなる。
【００１６】
　前項（３）に記載の発明によれば、ユーザーによる前記第１の画像の縮小操作に対して
第１の画像を所定の大きさまで縮小したのち、それ以降の縮小操作に対して第２の画像を
拡大する際には、第１の画像の位置を中心として拡大されるので、第１の画像と第２の画
像の位置関係を保持したまま第２の画像が拡大され、第１の画像の位置調整が容易になる
。
【００１７】
　前項（４）に記載の発明によれば、第１の画像が予め設定された所定の大きさになるま
で変倍される。
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【００１８】
　前項（５）に記載の発明によれば、印刷時のプレビュー画面において第１の画像を縮小
する場合には、印刷時の画質設定に応じて第１の画像の縮小倍率の限度が異なるものに設
定されているから、前記画質設定に応じた良好な印刷結果を得ることができる。
【００１９】
　前項（６）に記載の発明によれば、送信時のプレビュー画面において第１の画像を縮小
する場合には、送信時の解像度に応じて第１の画像の縮小倍率の限度が異なるものに設定
されているから、前記画質設定に応じた良好な送信結果を得ることができる。
【００２０】
　前項（７）に記載の発明によれば、第１の画像に対して拡大方向または縮小方向のいず
れかの方向へ継続して変倍操作する場合に、過度に拡大または縮小された第１の画像を再
度縮小または拡大して操作可能とするために、第１の画像を含む画像の全体を一旦縮小ま
たは拡大した後、操作対象を再度第１の画像に切り替えて拡大または縮小操作するといっ
た調整作業が不要となり、第１の画像を変倍操作する際の操作性が良くなり、編集作業の
迅速化を図ることができる。
【００２１】
　前項（８）に記載の発明によれば、プレビュー画面に第１のレイヤーにおける第１の画
像とこの第１の画像が重ね合わされる第２のレイヤーにおける第２の画像が表示された状
態で、第１の画像に対してユーザーによる拡大方向または縮小方向のいずれかの方向への
変倍操作が継続して行なわれた場合、該第１の画像を所定の大きさになるまで変倍し、そ
れ以降の変倍操作に対しては、第１の画像のレイヤーの表示はそのままの大きさに保持す
る一方、第２の画像のレイヤーの表示を前記第１の画像の変倍の方向とは逆の方向に変倍
する処理を、表示装置のコンピュータに実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の一実施形態に係る表示装置が適用された画像形成装置を示す外観図で
ある。
【図２】同じく画像形成装置の操作パネルを示す平面図である。
【図３】同じく画像形成装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】操作パネルの表示部に表示されたプレビュー画面の説明図である。
【図５】表示領域における画像とスタンプに対するタッチ操作を行なう際の内部構造の説
明図である。
【図６】スタンプに対する拡大／縮小操作の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】スタンプに対する拡大操作の説明図である。
【図８】スタンプに対する縮小操作の説明図である。
【図９】印刷時の画質設定や送信時の解像度に応じてスタンプの縮小倍率の限度が異なる
ものに設定されている場合の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１は、この発明の一実施形態に係る表示装置が用いられた画像形成装置としてのＭＦ
Ｐを示す外観図である。
【００２５】
　図１において、ＭＦＰ１００は、印刷部（図３）１５が内蔵された本体１を備え、この
本体１は、上端側に原稿自動送り部３と、図示しない原稿台を含む読み取り（スキャナ）
部４と、操作パネル５と、給紙部６とを備えている。
【００２６】
　図２は、前記操作パネル５を示す平面図である。
【００２７】



(6) JP 6229786 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

　図２において、操作パネル５は、表示部５１と、キー部５２とを備えている。
【００２８】
　前記表示部５１は、例えば液晶表示素子（ＬＣＤ）からなり、画面がマルチタッチ操作
が可能なタッチパネルで構成されている。ユーザーは、表示部５１の表面のタッチパネル
を指でタッチすることにより、直感的な操作で表示画像の変倍操作やジョブの実行指示等
を行なうことができる。
【００２９】
　前記キー部５２は、スタートボタン５２１の他に、テンキー５２２等の各種のキーを有
している。
【００３０】
　図３は、前記ＭＦＰ１００の電気的構成を示すブロック図である。
【００３１】
　図３において、このＭＦＰ１００は、制御部１１と、ＲＯＭ１２と、メモリ１３と、前
述した操作パネル５と、読み取り部４と、印刷部１５と、通信部１６とを備えており、こ
れら各部は、パス１７を介して制御部１１に接続されている。
【００３２】
　前記制御部１１はＣＰＵを備え、ＭＦＰ１００の全体の動作を統括制御するものである
。また、この制御部１１は、表示部５１に表示されたプレビュー画像２０３（図４）に付
加されるスタンプ２０６に対してユーザーのタッチ操作で変倍（拡大／縮小）の編集がで
きる画像編集手段としても機能する。
【００３３】
　前記ＲＯＭ１２は、前記ＣＰＵ１１の動作プログラムが格納されているメモリである。
【００３４】
　前記メモリ１３は、ＣＰＵ１１が動作プログラムに基づいて動作する際の作業領域を提
供するものであり、ＲＡＭからなる。
【００３５】
　前記ＨＤＤは、各種アプリケーションやデータを記憶する記憶手段としてのハードディ
スクドライブである。
【００３６】
　前記操作パネル５は、前述したように、表示部５１とキー部５２を備えている。
【００３７】
　前記読み取り部４は、原稿台上に載置された原稿の画像を読み取るスキャナ部である。
【００３８】
　前記印刷部１５は、画像データをジョブ条件に従って用紙に印刷する印刷エンジン部で
ある。
【００３９】
　前記通信部１６は、ユーザー端末等の外部装置との間で画像データ等の各種データの送
受信を行うものである。
【００４０】
　図４は、操作パネル５の表示部５１に表示されたプレビュー画面の説明図である。
【００４１】
　図４において、プレビュー画面２００には、表題枠２０１と、画像表示領域２０２と、
「画像操作」ボタン２０４と、「スタンプ」ボタン２０５と、各種スタンプ２０６と、「
キャンセル」ボタン２０７と、「実行」ボタン２０８等が表示されている。
【００４２】
　前記表題枠２０１は、前記画像表示領域２０２に表示される画像内容にかかる表題を表
示する枠であり、この図では、印刷する際のプレビュー画像２０３に対応して「プレビュ
ー表示」と表示されている。
【００４３】
　前記画像表示領域２０２には、印刷用のプレビュー画像２０３が表示されている。この



(7) JP 6229786 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

実施形態では、プレビュー画像２０３に付加画像としてスタンプ２０６が重ね合わされる
。なお、プレビュー画像２０３及びスタンプ２０６はそれぞれ異なるレイヤーに表示され
、これらレイヤーを重ねることで、プレビュー画像２０３にスタンプ２０６が付加される
。
【００４４】
　前記「画像操作」ボタン２０４は、プレビュー画像２０３及びスタンプ２０６を含む画
像全体を拡大／縮小したりスクロールしたりする場合に操作される。具体的には、「画像
操作」ボタン２０４を押した後に、画像表示領域２０２をタッチ操作することで、プレビ
ュー画像２０３に対して拡大、縮小、表示範囲のスクロールを行うことができる。このと
き、スタンプ２０６が配置されていた場合は、プレビュー画像２０３に対する操作と併せ
て、拡大、縮小、スクロールを行う。
【００４５】
　前記「スタンプ」ボタン２０５は、ユーザーが第１の画像としてのスタンプ２０６を第
２の画像であるプレビュー画像（背景画像）２０３上に付加する場合や、付加したスタン
プ２０６を拡大／縮小するときに使用される。即ち、ユーザーが「スタンプ」ボタン２０
５を押すと、各種スタンプ２０６が表示され、それらの中からユーザーが選択したスタン
プをタッチしドラッグ操作して画像２０３の所定位置まで移動させ、その位置でドロップ
させることにより、画像２０３上に重ね合わせられるようになっている。また、この状態
で「スタンプ」ボタン２０５を押し、画像表示領域２０２をタッチ操作することで、スタ
ンプ２０６に対する拡大／縮小、移動が可能となる。
【００４６】
　スタンプ２０６がプレビュー画像２０３に付加された状態で、ユーザーがスタンプ２０
６に対して拡大操作または縮小操作を継続すると、前記制御手段１１は、スタンプ２０６
を所定の大きさになるまで拡大または縮小するが、所定の大きさになったあとは、スタン
プ２０６に対して拡大操作または縮小操作が継続されても、スタンプ２０６はそのままの
大きさに保持するとともに、以後はプレビュー画像２０３をスタンプ２０６の変倍の方向
とは逆の方向に縮小または拡大するようになっている。
【００４７】
　また、この実施形態では、前記スタンプ２０６が所定の大きさまで拡大したのち、それ
以降の拡大操作に対してプレビュー画像２０３の表示を縮小する際には、該プレビュー画
像２０３の領域を中心にして縮小し、逆に、スタンプ２０６を所定の大きさまで縮小した
のち、それ以降の縮小操作に対してプレビュー画像２０３の表示を拡大する際には、スタ
ンプ２０６の位置を中心にして拡大するようになっている。
【００４８】
　前記「キャンセル」ボタン２０７は、プレビュー表示をキャンセルするためのボタンで
あり、前記「実行」ボタン２０８は、画像表示領域２０２に表示されている画像を出力す
るためのボタンである。
【００４９】
　図５は、表示領域２０２における画像２０３とスタンプ２０６に対するタッチ操作を行
なう際の内部構造の説明図である。
【００５０】
　図５において、前記表示領域２０２に表示されている画像２０３と、この画像２０３の
所定位置に重ねられる付加画像としてのスタンプ２０６とは、前述したように、それぞれ
別のレイヤー構造（Ｖ１，Ｖ２）となっており、レイヤーＶ１（Ｖ２）を指定することに
より、スタンプ２０６（画像２０３）を拡大／縮小することができる。
【００５１】
　前記スタンプ２０６のレイヤーＶ１と画像２０３のレイヤーＶ２との両方を指定するこ
とにより、スタンプ２０６とプレビュー画像２０３を操作することも可能である。
【００５２】
　図６は、スタンプ２０６に対する拡大／縮小操作の処理の流れを示すフローチャートで
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ある。この処理は、制御部１１のＣＰＵがＲＯＭ１２等の記録媒体に記録された動作プロ
グラムに従って動作することにより実行される。
【００５３】
　図６において、ステップＳ５０１では、ユーザーによる操作がスタンプ２０６に対する
拡大操作か否かを判断し、スタンプ２０６に対する拡大操作でなければ（ステップＳ５０
１でＮＯ）、ステップＳ５０５に進む。
【００５４】
　スタンプ２０６に対する拡大操作であれば（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、ステップＳ
５０２では、拡大操作されたスタンプ２０６が所定の大きさに達したか否かを判断し、ス
タンプ２０６の拡大表示が所定倍率の大きさに達していなければ（ステップＳ５０２でＮ
Ｏ）、ステップＳ５０３では、さらに、スタンプ２０６の拡大を続行する。
【００５５】
　スタンプ２０６の拡大表示が所定の大きさに達した際には（ステップＳ５０２でＹＥＳ
）、ステップＳ５０４ではプレビュー画像２０２を縮小する。
【００５６】
　ステップＳ５０５では、ユーザーによる操作がスタンプ２０６に対する縮小操作か否か
を判断し、スタンプ２０６に対する縮小操作でなければ（ステップＳ５０５でＮＯ）、ス
テップＳ５０９でスタンプ２０６を移動させる。
【００５７】
　スタンプ２０６に対する縮小操作であれば（ステップＳ５０５でＹＥＳ）、ステップＳ
５０６では、縮小操作されたスタンプ２０６が所定の大きさに達したか否かを判断する。
スタンプ２０６の縮小表示が所定の大きさに達していなければ（ステップＳ５０６でＮＯ
）、ステップＳ５０８では、スタンプ２０６を縮小する。一方、スタンプ２０６の縮小表
示が所定の大きさに達すると（ステップＳ５０６でＹＥＳ）、ステップＳ５０７ではプレ
ビュー画像２０２を拡大する。
【００５８】
　スタンプ２０６に対する変倍操作が行われるたびに、このフローチャートによるルーチ
ンが繰り返される。
【００５９】
　このように、プレビュー画像２０３とスタンプ２０６が重ね合わされて表示された状態
で、スタンプ２０６に対してユーザーによる拡大方向または縮小方向のいずれかの方向へ
の変倍操作が継続して行なわれた場合、スタンプ２０６が所定の大きさになるまで変倍さ
れ、それ以降の変倍操作に対しては、スタンプ２０６の表示はそのままの大きさに保持す
る一方、プレビュー画像２０３を前記第１の画像の変倍の方向とは逆の方向に変倍するか
ら、相対的にはスタンプ２０６がさらに変倍されたことになる。
【００６０】
　つまり、スタンプ２０６に対して拡大方向または縮小方向のいずれかの方向へ継続して
変倍操作する場合に、過度に拡大または縮小されたスタンプ２０６を再度縮小または拡大
して操作可能とするために、スタンプを含む画像の全体を一旦縮小または拡大した後、操
作対象を再度スタンプ２０６に切り替えて拡大または縮小操作するといった調整作業が不
要となり、スタンプ２０６を変倍操作する際の操作性が良くなり、編集作業の迅速化を図
ることができる。
【００６１】
　なお、前記スタンプ２０６の拡大または縮小を停止する前記所定の大きさは、予め設定
されている。例えば、スタンプ２０６の拡大であれば、表示領域２０２の１／４の面積に
相当する大きさを拡大倍率の限界とし、スタンプ２０６の縮小であれば、表示領域２０２
の１／１６の面積に相当する大きさを縮小倍率の限度とすれば良い。なお、所定の大きさ
をユーザーが任意に設定できるようにしてもよい。
【００６２】
　図７（Ａ）～（Ｄ）は、スタンプ２０６に対する拡大操作の説明図である。
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【００６３】
　図７（Ａ）は、ユーザーが、プレビュー表示における画像表示領域２０２内の画像２０
３上の所定位置にスタンプ２０６を移動する。この図７（Ａ）では、プレビュー画像２０
３が拡大されており、その一部のみが表示領域２０２に表示されている。
【００６４】
　この状態でユーザーが図７（Ｂ）に示すように、スタンプ２０６に対して拡大操作を行
なう。ここでは、ユーザーがスタンプ２０６にタッチした２本の指の間隔を広げる操作で
スタンプ２０６を拡大している。
【００６５】
　この拡大操作を続けることにより、スタンプ２０６の拡大表示が所定の大きさに達する
。この時点からさらに拡大操作が継続された場合には、その時点でスタンプ２０６の拡大
を停止し、その時点の大きさに保持される一方、図７（Ｃ）に示すように、プレビュー画
像２０３を縮小する。これにより、相対的にスタンプ２０６を拡大したことになり、互い
の位置関係も把握しやすくなり、編集作業性が向上する。なお、プレビュー画像２０３の
縮小は該プレビュー画像２０３の表示領域を中心として縮小するのが良い。これにより、
拡大されたスタンプ２０６のプレビュー画像２０２に対する相対位置関係が分かりやすく
なり、位置調整がしやすくなる。
【００６６】
　スタンプ２０６が相対的に所望の大きさに拡大されると、ユーザーがスタンプ２０６に
タッチし、ドラッグ操作で図７（Ｄ）に示す所定位置まで移動させれば、スタンプ２０６
の編集操作が完了する。
【００６７】
　図８（Ａ）～（Ｄ）は、スタンプ２０６に対する縮小操作の説明図である。
【００６８】
　図８（Ａ）は、プレビュー表示における画像表示領域２０２を示し、プレビュー画像２
０３の全体が表示領域２０２に表示されている。この状態で、ユーザーがスタンプ２０６
にタッチしてドラッグ操作で移動させ所定位置でドロップすることにより、スタンプ２０
６をプレビュー画像２０３に重ね合わせる。
【００６９】
　この状態で、ユーザーが図８（Ｂ）に示すように、スタンプ２０６に対して縮小操作を
行なう。ここでは、ユーザーがスタンプ２０６にタッチした２本の指の間隔を狭める操作
でスタンプ２０６を縮小している。
【００７０】
　この縮小操作を続けることにより、スタンプ２０６の縮小表示が所定の大きさに達する
。この時点からさらに縮小操作が継続されても、その時点でスタンプ２０６の縮小を停止
し、その時点の大きさに保持される一方、図８（Ｃ）に示すように、プレビュー画像２０
３を拡大する。これにより、相対的にスタンプ２０６が縮小されたことになり、互いの位
置関係も把握しやすくなる。
【００７１】
　ここで、プレビュー画像２０３を拡大した時の表示領域２０２は、スタンプ２０６の位
置を中心にして拡大を行ない、拡大率に応じてスタンプ２０６の表示位置が表示領域２０
２の中央に移動する。このように、スタンプ２０６の位置を中心にしてプレビュー画像２
０３を拡大するから、スタンプ２０６の位置調整が容易になる。
【００７２】
　スタンプ２０６が相対的に所望の大きさに縮小されると、図８（Ｄ）に示すように、ユ
ーザーが表示領域２０２内の所定位置Ｗにスタンプ２０６を移動させ、スタンプ２０６の
編集操作が完了する。
【００７３】
　図９（Ａ）（Ｂ）は、印刷時あるいは送信時のプレビュー画像２０３において、スタン
プ２０６を縮小する場合に、印刷あるいは送信時の画質設定に応じて縮小倍率を異なるも
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【００７４】
　例えば、印刷時の設定について、「設定１：高速印字で画質が荒くなる設定」と「設定
２：低速印字で画質が精細になる設定」との二つの設定がなされているとする。図９（Ａ
）は、「設定１」を適用した表示領域を示し、図９（Ｂ）は「設定２」を適用した表示領
域を示してある。
【００７５】
　ここで、「設定１」の場合には、スタンプ２０６を過度に縮小すると潰れてしまい、印
字結果において判別できなくなるおそれがあるので、「設定２」の時に比べてスタンプ２
０６の縮小率の限度を小さくし、スタンプ２０６が過度に縮小されないようにする。
【００７６】
　前記画像２０３にスタンプ２０６を付加し、縮小操作を行なった結果、縮小倍率の限度
に達した際には、縮小操作を行なっても、スタンプ２０６の縮小とプレビュー画像２０３
の拡大を行なわず、そのままにしておく。なお、縮小倍率の限度に達した際に、スタンプ
２０６の大きさはそのままにして、プレビュー画像２０３を拡大させても良いが、この場
合は「設定２」の場合の拡大倍率の限度を「設定１」の場合よりも小さく設定すればよい
。
【００７７】
　いずれの場合も、精細に印刷可能な「設定２」を適用した図９（Ｂ）の表示の方が、「
設定１」を適用した図９（Ａ）の表示に比較して一層縮小が可能となる。
【００７８】
　同様に、送信時の設定について、「設定３：送信時のサイズが小さいが解像度が低い設
定」と「設定４：送信時のサイズが大きいが解像度が高い設定」との二つの設定があると
する。
【００７９】
　ここで、「設定３」の場合には、スタンプ２０６を過度に縮小すると潰れてしまい、送
信結果において判別できなくなるおそれがあるので、「設定４」の時に比べてスタンプ２
０６の縮小率の限度を小さくし、スタンプ２０６が過度に縮小されないようにするのが良
い。
【符号の説明】
【００８０】
　５　　　　操作パネル
　１１　　　制御部
　５１　　　表示部
　１００　　画像形成装置
　２００　　プレビュー画面
　２０２　　画像表示領域
　２０３　　プレビュー画像
　２０６　　スタンプ
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